
情報の定期便

詳しくは、最寄りの支店窓口へお問い合わせください。

※「万一」とは、死亡・所定の第1級後遺障害の状態・所定の重度要介護状態をいいます。※払込経路が口座振替扱いの共済契約
または前納期間中の共済契約の場合には、お払込みいただく共済掛金に割安な「口座振替扱掛金」が適用されます。※記載の共
済金・解約返れい金の表示金額は、各共済年度の12ヶ月目に万ーの場合・解約を行った場合の数値です。あくまで試算値であり、
万ーの状態になられた日・解約された日などにより実際の数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。※解約返れい金に
は前納共済掛金のうち未到来の共済年度に対応する共済掛金を含めて表示しています。※上記表中の年齢は契約応当日時点の
年齢です。※この共済には割りもどし金があります。割りもどし金は、ご契約後3年目から発生し、ご契約中いつでもお引出しになれ
ます。ただし、割りもどし金の額は年度ごとに変動し、経済情勢などによっては0となる年度もあります。※この資料は概要を説明し
たものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書

（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

＜ご契約にあたってのご注意＞【重要：必ずお読みください】
●ご解約について ご契約にお払込みいただいた共済掛金のうち、その一部は年々の死亡共済金などのお支払いおよび契約の
締結・維持に必要な経費にあてられます。そのため、早期にご解約される場合、お支払いする解約返れい金がお払込みいただ
いた共済掛金を下回る場合がありますので、予めご了承ください。

［ 15235555369 ］

保障と蓄えのWの備えをしませんか？

万が一のときのために 積立型終身共済（全期前納） 今年度加入が
ラストチャンス!!
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